
原料費調整制度(ガス料金の調整) 

 

原料費調整制度とは 

原料価格や為替レートの変動による原料費の増減を速やかにガス料金に反映させることにより、料金の透明

性を高めるため、毎月ガス料金の単位料金（１㎥あたり単価）を調整する制度です。 

 

従量料金単価の調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後の従量料金単価の適用期間は次のようになります。 

           平均原料価格の実績         従量料金単価調整の適用月 

             １月  ～  ３月      →       ６月  

             ２月  ～  ４月      →       ７月 

             ３月  ～  ５月      →       ８月 

             ４月  ～  ６月      →       ９月 

             ５月  ～  ７月      →      １０月 

             ６月  ～  ８月      →      １１月 

             ７月  ～  ９月      →      １２月 

             ８月  ～ １０月      →    翌年１月 

             ９月  ～ １１月      →    翌年２月 

            １０月  ～ １２月      →    翌年３月 

            １１月  ～翌年１月     →    翌年４月 

            １２月  ～翌年２月     →    翌年５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

●従量料金単価は、平均原料価格の変動と連動して調整いたします。 

① 平均原料価格の算定 

    平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（円／ｔ）×０．８６１７＋ＬＰＧ平均価格（円／ｔ）×０．１４８６ 

    ※１０円未満は四捨五入します。 

    ※平均原料価格が上限バンドを上回るときは、１３３，２８０円／ｔをその価格とします。 

 

② 原料価格変動額の算定 

    基準平均原料価格（８３，３００円／ｔ） － ① の平均原料価格（円／ｔ） 

    ※１００円未満は切捨てます。 

 

③ 調整単位料金（１㎥あたり）の算定 

    調整単位料金＝基準単位料金－０．０５２円×（②の原料価格変動額／１００円）×（１+消費税率）-補助金 

    ※小数点第３位は切捨てます。 

 

●この調整単位料金が従量料金に反映されます。 



令和 8年 4 月分調整単位料金算定例 

 

①平均原料価格   ＝ トンあたりＬＮＧ平均価格×０．８６１７＋トンあたりＬＰＧ平均価格× 

                       ０．１４８６ 

                  ＝ ８５，９４０円×０．８６１７＋８１，０４０円×０．１４８６ 

                  ＝ ８６，１００円           （１０円未満四捨五入） 

 

②原料価格変動額  ＝ 平均原料価格 － 基準平均原料価格 

               ＝ ８６，１００円 － ８３，３００円 

               ＝ ２，８００円          （１００円未満切捨て） 

 

③調整単位料金（１㎥あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

     調整単位料金   ＝ 基準単位料金－０．０５２×（原料価格変動額／１００）×（１＋消費税率）－補助金 

＝ １２６．５４円 － ０．０５２ × ２，８００円 ／ １００ × １．１ －６．０ 

＝ １２２．１４円            （小数点第３位以下切捨て）  

 

上記計算の結果、 

 

 

 

 

※基準単位料金表（消費税込）        ＜令和元年１０月１日改定＞ 

契  約  種  別 基準単位料金（１０％） 

一般契約 

料金表Ａ １３０．８２円  

料金表Ｂ １２６．５４円  

料金表Ｃ １２４．８１円  

小型空調契約 

１種 
冬  期 １１３．７７円  

その他期  ９１．４８円  

２種 
冬  期 １１８．１７円  

その他期 ９５．８８円  

空調夏期契約 

１   種 ９５．５５円  

２   種 １０４．３５円  

３   種 １１２．４５円  

 

● 基準単位料金に対し、１㎥当たり－４．４０円(税込)の調整となります。 


